


◆　労働災害事例

〈事例１〉産業廃棄物処理場で作業中、熱中症で死亡

発 生 状 況
　災害発生当日、被災者は午前８時頃処理場に到着した。
　そこで、建設廃材の仕分けの方法、仕分けたものの集積場所等の説明を受け、ドラグ・
ショベルで仕分けしやすいように掘り起こされたものの仕分け作業を開始した。
　正午から１時間の休憩があったが、被災者は、処理場にあった空きドラム缶の中で自分で
持参した「おむすび」一つと飲物を摂った。
　午後１時から午前と同様の作業が進められたが、午後３時15分頃、被災者はよろけて倒
れ、手に軽い怪我を負った。
　それを見た同僚が近くの日陰で少し休むように言ったところ、被災者は「気分が悪い」と
言ってよろよろした感じで事務所の方に歩いて行ったが、まもなくその場にうずくまったま
ま動かなくなったので、近寄って声をかけたが返事をせず、また、飲物を与えても飲もうと
しなかった。
　そこで同僚は被災者を車に運び、クーラーをつけて寝かせたものの、回復の気配がないの
で病院に移送したが、当日の午後11時に死亡した。死因は熱中症であった。

原 因
１�　被災者が作業を行っていた場所には日陰がほとんどないにもかかわらず、適切な休憩の
設備を設けず、また、このような職場環境と30度を超える炎天下の中で、熱中症予防のた
めに適度の水分、塩分の摂取等をせずに作業を行ったことが原因と考えられる。
２�　内側にタオルを巻いたヘルメットの着用等、他の作業員の麦わら帽子と比較して日光の
遮へい、放熱の面で必ずしも適切でなかった。
３�　被災者は、採用後５日目であるが採用に当って健康診断を行っておらず、また、作業当
日の体調の確認も行っていなかった。

対 策
１　熱中症の症状等についてあらかじめ教育を行うこと。
２　作業の開始前から、こまめに水分と塩分を補給すること。
３　綿の作業衣、つば広帽子の着用等服装の工夫をすること。
４　日陰等の涼しい休憩場所を確保し、小休止等をとること。
　　また、冷蔵庫、シャワー等を設置すること。
５　救急処置を適切に行なうこと。

６　普段から適切な健康管理を行うこと。
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〈事例２〉コンクリートガラの再生処理施設のホッパー内でバックホーに激突

発 生 状 況
　災害発生当日、午後になって、再生設備のクラッシャーが異常音を発したため、現場の責
任者代行で、コンクリートガラの再生に関しては設備の操作を行っている作業者Ａが、ク
ラッシャーの運転を止めて点検したところ、再生された骨材の吐出側に異物（玉石）を発見
した。
　Ａが除去方法を廃棄物の投入を行っているバックホーの運転者Ｂと打ち合わせていたとこ
ろ、産業廃棄物を搬入してきたトラックの運転者Ｃから「トラック荷台のアオリをバック
ホーで開けてほしい」との依頼を受けたので、バックホーの運転者Ｂは打合せを中断し、再
生設備に背を向けた姿勢でバックホーを使用してトラックのアオリを開けた。続いて、Ｂは
バックホーの上部機体を旋回させ、異物を除去しようとしてバックホーのバケットを再生
設備のホッパー内に突っ込んだところ、ホッパーの中で異物の除去作業をしていたＡに激突
し、Ａは前かがみになって倒れた。

原 因
１�　バックホーの運転者はホッパーに背を向けた姿勢で作業を行った直後であり、ホッパー
内の状況が見難い位置にいたにもかかわらず、ホッパー内の状況を十分に確認しないま
ま、バックホーの爪をホッパー内に突っ込んだ。
２�　被災者は、クラッシャーのトラブル解消についてバックホーの運転者との作業の打合せ
がトラック運転者の要請のために中断し、十分に打合せをしないまま、一人でホッパー内
に立ち入って作業を始めた。
　�　また、バックホーの運転者は、バックホーの上部機体を旋回させたとき、現場責任者の
代行でもある被災者の姿が見当たらなかったため、指示を受けることなくホッパーにバ
ケットを突っ込んだ。
３�　この会社は小規模のところではあるが、クラッシャーなど危険な機械があるのに、作業
手順の作成、運転合図方法の統一などの対策を実施しておらず、また、関係作業者に対す
る安全衛生教育も実施していなかった。

対 策
１�　トラブル処理についての作業マニュアルを策定すること
　�　クラッシャーなど危険な機械設備のトラブル処理については、危険な行動を伴うことが
多いので、機械設備の停止、再起動、バックホーの操作手順などに関するマニュアルを策
定し、関係作業者に徹底することが重要である。
２　作業開始前の打合せを十分に行うこと

27



　�　トラブル処理や共同作業では、作業開始前に関係作業者間で作業方法や合図、作業指示
の方法をよく打ち合わせることが重要である。
　�　なお、打合せが中断したような場合には、再度の打合せが終了するまでの間、作業に着
手しないよう徹底することも必要である。
３　安全管理を十分に行うこと
　�　作業者に対しては、危険有害な作業などの方法、作業指示の徹底などについて、あらか
じめ安全衛生教育を実施しておくことが重要である。
　�　特に、バックホーを使用した作業においては、旋回時に被災する例が非常に多いので、
回転半径内への立入禁止、誘導者の配置などについて教育訓練を行うことが重要である。
　�　また、経営者は、作業現場を定期あるいは随時に巡回し、作業実態の把握と必要な安全
指示を行うことが必要である。
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事務局からのお知らせ

◆�　令和２年度「許可申請に関する講習会」等の開催について

令和２年度に当初開催計画をしていた講習会）については、新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、４月～10月２日までの開催を中止し、10月３日以降の講習会分の申込
受付も中止しております。

＊暫定講習会の青森会場の申込み受付はすでに締切りとなっております。

　10月３日以降の講習会の開催及び申込受付等については、詳細が決まり次第（JWセン
ター）のホームページに掲載されますのでご確認下さい。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（JWセンター）
ホームページ　https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html
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◆�　「会員名簿」記載事項変更届けのお願い
　◇　会員名簿記載事項等に変更があった場合の連絡（届出）方について
　　�　会員名簿に記載されている事業所名、代表者名等に変更があった場合には、「変更
届」の様式により協会事務局あてFAX等にてご連絡いただきますようお願い致します。

　◇　【協会事務局あてにご連絡いただきたい場合】
　　■　事業所の名称、代表者名、事業所所在地の変更があった場合
　　■　産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可内容に変更があった場合
　　■　新規に許可を取得した場合及び許可品自に変更があった場合
　　　※ この場合には、新しい許可証の写しを併せてお送り下さい。

『ご注意ください！！』
　代表者の変更等、廃棄物処理法施行規則に定める事項の変更があった場合には、
協会への連絡ばかりでなく、許可権者（許可を受けている行政機関）への届出が必
要です。
　行政機関への変更届けは、定められた様式により行うこととされていますので、
許可に係る行政機関のホームページ等でご確認下さい。

◆　新規入会会員の紹介
　�　第３回理事会において正会員として承認されました。
【東青支部】

　○　会員区分　　正会員
　○　業務形態　　産業廃棄物収集運搬業
　○　住 所 等　　〒039-0042　青森市新城字平岡277-28
　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　017-757-9533
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　017-757-9534

事業所・代表者名　　　株式会社 新生（代表取締役　有馬　正明）

【会員数】	 （令和２年８月現在）

支　　部　　名
正会員計 賛助会員 総 合 計

東　　青 中弘南黒 西 北 五 三　　八 上 十 三 下　　北

67 48 57 72 49 13 306 8 314
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◆　ご活用ください！！「防災協定に関する証明書」・「社会貢献に
　　関する証明書」
　　　　～公共事業に係る経営事項審査の加点対象になります～

　○　「防災協定に関する証明書」について

　　�　当協会では、大規模災害時の廃棄物処理に関し、平成20年３月19日付けで青森県知事

との間で

　　　　大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定

　　を締結しております。

　　�　これにより、当協会の会員であり、災害応急活動等に従事する者であることが証明さ

れれば、公共工事に係る経営事項審査において加点対象となることができます。

　　�　会員の皆さまは、当協会に対する証明書発行依頼書の提出に基づいて協会が交付する

証明書により、この制度を活用することができます。

　○　「社会貢献に関する証明書」について

　　�　前記の証明書のほか、協会では平成24年11月以降、「社会貢献に関する証明書」の交

付事業も行っています。

　　�　この証明書は、当協会主催の「不法投棄防止のための監視パトロール事業」及び「あ

おもり循環型社会推進協議会」主催の「不法投棄防止撤去推進キャンペーン事業」（社

会貢献活動事業）に参加した会員の皆さまに対して、同証明書の発行依頼書の提出に基

づいて交付しているものです。

　　�　この証明書の交付を希望される場合には

　　　・�　協会主催で行う「不法投棄防止のための監視パトロール事業」に係る証明書の交

付依頼については「産業資源循環協会用様式」

　　　・�　あおもり循環型社会推進協議会の主催で行う「不法投棄防止撤去推進キャンペー

ン」に係る証明書の交付依頼については「循環協用様式」

　　�により、当協会事務局に提出して下さい（当協会は、循環協事務局を兼務しております）。

　上記二つの証明書の交付依頼様式及び記載要領は、当協会ホームページの「会員

専用ページ」に掲げていますのでご覧下さい。また、それぞれの書類様式は、ダウ

ンロードできますのでご活用下さい。

（一社） 青森県産業資源循環協会HP
http://www.aosanpaikyou.or.jp
（一社） 青森県産業資源循環協会HP

http://www.aosanpaikyou.or.jp
（一社） 青森県産業資源循環協会HP

http://www.aosanpaikyou.or.jp
（一社） 青森県産業資源循環協会HP

http://www.aosanpaikyou.or.jp
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《マニフェスト・電子マニフェスト産業廃棄物送り状》 購入申込書

FAX：０１７－７２１－３８３８

①産業廃棄物管理票 発行元：(公社)全国産業資源循環連合会

マニフェストの種類・価格（税込） 数量 箱番号（※協会記入欄）

産業廃棄物

マニフェスト

【直行用】 7 枚綴

単票・手書き用

１セット・100 部 2,600 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 13,000 円 ｹｰｽ

産業廃棄物

マニフェスト

【積替用】 8 枚綴

単票・手書き用

１セット・100 部 2,600 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 13,000 円 ｹｰｽ

②建設系廃棄物マニフェスト 発行元：建設六団体副産物対策協議会

マニフェストの種類・価格（税込） 数量 箱番号（※協会記入欄）

建設系廃棄物

マニフェスト

単票・手書き用

１セット・100 部 2,500 円 ｾｯﾄ

連続票・パソコン用

１ケース・500 部 12,500 円 ｹｰｽ

③電子マニフェスト産業廃棄物送り状

販売単位・価格（税込） 数量

電子マニフェスト送り状 【4 枚複写】 １セット・100 部 1,100 円 ｾｯﾄ

申 込 日 ： 令和 年 月 日

住 所 ： 〒 －

会 社 名

代表者名

担当者名

電話番号

〒030-0802 青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F

振替払込請求書兼受領証

貼り付け欄

【代金振込先】

ゆうちょ銀行振替口座

口座番号 02250-8-116923

※振込手数料は、購入者負担でお願いし

ます。

※マニフェスト発送料は、着払いです。

※マニフェストは原則、返品・交換いた

しませんので、注文の際は、ご注意く

ださい。TEL 017-721-3911 ・ FAX 017-721-3838

一般社団法人青森県資源循環協会

加入者名(一社)青森県産業資源循環協会
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◆�　不当要求防止責任者講習の日程等
 
　　　　～暴力団は、なり振り構わずやってくる、的確に対応できるよう準備を～
　　�　令和２年度中、同講習会は18回の開催が計画されていますが、今後の開催分（９月以
降）は、次のとおりです（受講料は、無料です）。

月 日 時　　間 開　　催　　場　　所
９ ３（木） 13：30～16：30 弘 前 市 民 会 館 大 会 議 室

９ 17（木） 13：30～16：30 ホ テ ル 青 森　４階　「錦鶏の間」

９ 30（水） 13：30～16：30 八 戸 卸 セ ン タ ー 会 館　２階　大 会 議 室

10 15（木） 13：30～16：30 五 所 川 原 市 民 学 習 セ ン タ ー

10 30（金） 13：30～16：30 む つ グ ラ ン ド ホ テ ル　２階　新 館

11 12（木） 13：30～16：30 弘 前 市 民 会 館 大 会 議 室

11 26（木） 13：30～16：30 八 戸 卸 セ ン タ ー 会 館　２階　大 会 議 室

12 17（水） 13：30～16：30 ホ テ ル 青 森　４階　「錦鶏の間」

１ 14（木） 13：30～16：30 八 戸 卸 セ ン タ ー 会 館　２階　大 会 議 室

２ ４（木） 13：30～16：30 弘 前 市 民 会 館 大 会 議 室

２ 18（木） 13：30～16：30 ホ テ ル 青 森　４階　「錦鶏の間」

※上記の日程で開催予定ですが、コロナウイルス感染拡大状況により変更する場合もあります。

　各会社・事業所において不当要求防止責任者を選任の上、選任届を地元警察署の暴力団取
り締り主管課（三市署は刑事第二課、その他の署は刑事生活安全課）に提出しますと、後
日、講習会の開催通知が送付されます。県民センター職員、青森県警察本部組織犯罪対策課
担当官及び民事介入暴力担当弁護士が、「暴力団への対応方法」、「暴力団情勢」等、実例を
交えながら講義やビデオで講習を実施します。講習を受けた方は、青森県公安委員会から、
「受講修了書」が交付されます。
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地 球 は み ん な の 宝 物
・解体工事　・産業廃棄物処理業（再資源化、中間処理）　・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送事業　・破砕施設（処理能力 木くず178.2トン)・焼却施設・切断施設
・一般廃棄物処理業（食物残渣に限る。）　・生ごみリサイクル、堆肥製造販売
すべてに安全を追求した
　　　信頼できるリサイクル （特許庁登録商標　大地の恋人　商願２００５―１１６８２８）

北砲興発株式会社
代表取締役　濱田恵一

本社・黒石工場　〒036-0514　青森県黒石市富田１４２番地
ＴＥＬ　0172（52）5847
ＦＡＸ　0172（53）5206

青 森 工 場　〒038-1324　青森県青森市浪岡大字吉内字杉の沢１―７５
食物残堆肥化工場

本　　　社　〒031-0023 ⼋⼾市是川字⾦ケ坂18

    
処理施設　〒039-1103　⼋⼾市⻑苗代字内⾈渡42-7
H P　http://www.daiichi-seisou.co.jp

第一清掃は快適な暮らしと地域社会の共存共栄を実現し、

よりよい環境とサービスを提供する企業として進化し続けます

― 営 業 種 目 ―

■浄化槽保守点検・清掃 ■排水管高圧洗浄清掃

■下水道管渠清掃 ■貯水槽清掃・水質検査

■一般廃棄物収集運搬・処分 ■産業廃棄物収集運搬・処分

■機密⽂書出張細断処理 ■濃度計量証明事業

■ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類ﾘｻｲｸﾙ 処理 ▶ISO14001認証取得
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【本 社】〒031-0023八戸市是川字金ケ坂18 ☎0178-44-2624 【処理施設】〒 039-1103 八戸市長苗代字内舟渡42-7 ☎0178-20-8338

後 － 1



●総合建設業
●解体工事業
●産業廃棄物収集運搬及び処分業

後 － 2



環境技術株式会社

環境、社会は人と人との支えあい
人と自然の調和する豊かな社会を求めて！

　

〒039－1168  八戸市八太郎六丁目12番４号
☎0 1 7 8 － 2 0 － 2 6 6 6

代表取締役　倉　成　　　諭

http://www.kankyougijutsu.co.jp

ISO 14001・2015 取得
ISO 9001・2015 取得

・特 　 　 定 　 　 建 　 　 設 　 　 業
・解体工事業　・砕石杭地盤改良工事

後 － 3



一般区域貨物運送事業　産業廃棄物処理業　解体工事業

代表取締役　　菊　池　秋　彦
むつ市横迎町２－12－３　TEL （0175）23－0202㈹　FAX （0175）22－3693

菊池トラック㈱

■ 特定建設業　　■ 産業廃棄物処理業　　■ 一般運送業

後 － 4



優良認定優良認定
■産業廃棄物処分業 ■
■特別管理産業廃棄物収集運搬業（青森市） ■
■特別管理産業廃棄物収集運搬業（青森県）

■産業廃棄物収集運搬業（秋田県） ■
その他許可一覧
■引取業 ■フロン類回収業 ■自動車解体業
■一般廃棄物収集運搬業

あおもり
エコ

オフィス

ＣＳＲ
取組女子活躍

廃 メ

リサイクル
業

■産業廃棄物収集運搬業（秋田県） ■

鉄

銅

アルミ

オフィス 取組女子活躍
取組

廃エレメント
処分

お客様

従業員

業

㈱青森資源は持続可能な社会の実

“限りある資源を大切に”金属と自

株式会社 青

アルミ
缶

真鍮 スチール
缶

ペット
ボトル

ステン

従業員
家族

株式会社 青
代表取締役 加賀

青森県青森市駒込
TEL 0120-8919-82 FAX 017-7

■産業廃棄物収集運搬業（青森市）
■産業廃棄物収集運搬業（青森県）

■産業廃棄物収集運搬業（岩手県）

■自動車破砕業 ■古物商

優良
産業廃棄
物収集運
搬業務

優良

特別管理産
業廃棄物収

優良
産業廃棄物 地球に

■産業廃棄物収集運搬業（岩手県）

搬業務
一般廃棄物
収集運搬

業務

業廃棄物収
集運搬業務処分業務 やさしい

青森県推進
事業部

低濃度ＰＣＢ
収集運搬業務

廃太陽光

パネル収集運搬
業務

実現に貢献していきます。

自動車の総合リサイクル業

青森資源

中古車
リサイクル
パーツ

輸出
業務自動車

リサイクル
業

エコアション
２１取組

健康宣言
取組

青森資源
賀谷栄徳

込桐ノ沢121-3
41-5256 http://aomorishigen.com

後 － 5



取締役社長　橋　本　雄　二

後 － 6



後 － 7



『 広 告 掲 載 の お 願 い 』
「じゅんかんあおもり」の広告掲載を募集しています。貴社のＰＲにご利用下さい。
■　広 告 料　　Ａ４又はＡ４の１/２　掲載１回につき１万円
■　広告内容　　各社において自由にデザインし、レイアウトを作成

ご希望の方は、協会事務局までご一報下さい。

後 － 8




